
災害発生時の対応（地震編）

【実施要件】 以下の災害の発生、警報等が発表された場合


　①市内で震度5弱、②東京湾内湾に津波注意報の発表、③南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の発表

【実施要件】　船橋市災害対策本部が設置された場合（以下A・Bパターン）

A：①市内で震度5弱、②東京湾内湾に津波注意報の発表、③南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の発表
B：①市内で震度５強以上、②東京湾内湾に大津波警報・津波警報の発表

住宅政策課 指定管理者 連絡員等

各住宅の被害状況を取りまとめ報告

（第１次報告）

各住宅の被害状況

の確認を指示

被害状況に応じて応急保

安措置及び応急修理の判

断

応急保安措置及び応急修

理の指示

各住宅の被害状況を連絡員等※へ電話

確認（不通の場合や他の入居者の確認

が取れない場合は現地調査）

※自治会長、借上げの場合はオーナー

確認 各住宅の被害状況を確認・報告

応急保安措置及び応急修理の実施

被害状況に応じて

現地調査を指示

現地調査の実施・報告（第２次報

告）

災害対策本部への報告

勤務時間外の参集基準（※勤務時間内は全職員が対応）

Aパターン：指定管理者職員の1～2名が配備

Bパターン：指定管理者の全職員が参集

勤務時間外の参集基準（※勤務時間内は全職員が対応）

指定管理者職員の1～2名が配備

市営住宅入居者からの連絡等を受けて記録、警報等の解除後

に事後対応


